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（表紙） 

 

災害時の事業継続力認定 

審査要領 

 

令和７年度第１回認定 

（令和７年５月申込用） 

  

令和７年４月 

                  

 

四国建設業ＢＣＰ等審査会 

 
 

 
 

災害時の事業継続力認定 

審査要領 

 

令和６年度第２回認定 

（令和６年１１月申込用） 

  

令和６年１０月 

                  

 

四国建設業ＢＣＰ等審査会 
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（１頁） 

１ 目的 

近い将来、発生が懸念される南海トラフを震源とする地震につ
いては、令和７年１月に最新の長期予測が公表され（令和７年１
月１５日政府地震調査研究推進本部地震調査委員会公表）、マグニ
チュード８～９クラスの地震が発生する確率が、１０年以内に「３
０％程度」、２０年以内に「６０％程度」、３０年以内では「８０％
程度」と予測されており、緊張が高まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 目的 

近い将来、発生が懸念される南海トラフを震源とする地震について
は、令和５年１月に最新の長期予測が公表され（令和５年１月１３日政
府地震調査研究推進本部地震調査委員会公表）、マグニチュード８～９
クラスの地震が発生する確率が、１０年以内に「３０％程度」、２０年
以内に「６０％程度」、３０年以内では「７０～８０％」と予測されて
おり、緊張が高まっています。 
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（３頁） 
②審査 

審査部会は、原則として「書類審査」と「面接審査」を実施しま
す。 
１）書類審査 

本審査要領に基づいて、申込書類の記載内容を審査します。 
２）面接審査 

記載内容の実効性について、面接で確認します。 
なお、面接の対応者については、原則として社長または災害対策

本部長、担当者、書記の３名程度を求めます。 
面接審査時の対応不備については、部会長の判断で審査を打ち切

り、不十分又は非認定として評価する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②審査 

審査部会は、原則として「書類審査」と「面接審査」を実施します。 
 
１）書類審査 

本審査要領に基づいて、申込書類の記載内容を審査します。 
２）面接審査 

記載内容の実効性について、原則として面接で確認します。 
なお、面接の対応者については、社長または災害対策本部長（代理者

でも可）、担当者、書記の３名程度を求めます。 
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（５頁） 

３－１ 申込書類 
本認定の新規及び継続更新申込に必要な書類（申込書類）は以下

のとおりです。 
各書類の様式は、巻末「申込に必要な様式」に示しています。 

① 災害時の事業継続力 認定申込書・・（様式１） 
② 「災害時の事業継続力認定」の審査書類（一覧）・・（様式２） 
③ 審査書類作成用チェックシート・・（様式３） 
④ 審査書類本編（任意様式） 
⑤ 審査書類別冊（任意様式） 

申込書類は原則、Ａ４サイズ（縦使い）で作成してください。但
し、横使いの方が見やすい資料等はこの限りでありません。 

なお、④審査書類は、後述する「５ 審査書類の作成」に示す確
認項目毎に順番にとりまとめてください。このとき、「５ 審査書類
の作成」の各確認項目で求めている資料について、原則は確認項目
毎に記載してください。 

なお、Ｐ７の表３「確認項目と確認内容」のＡ－１～Ｇ－３まで
の内容については、審査書類の本編として 100 頁程度（表紙を含む）
で作成し、ハザードマップ、協定書、個別の訓練実施記録および訓
練結果資料（写真含む）等は別冊として審査書類の本編に参照先の
頁数を記載ください。 

審査書類の精査が不十分な場合、不十分又は非認定として評価す
る場合があります。 

 

３－１ 申込書類 
本認定の新規及び継続更新申込に必要な書類（申込書類）は以下のと

おりです。 
各書類の様式は、巻末「申込に必要な様式」に示しています。 

① 災害時の事業継続力 認定申込書・・（様式１） 
② 「災害時の事業継続力認定」の審査書類（一覧）・・（様式２） 
③ 審査書類作成用チェックシート・・（様式３） 
④ 審査書類（任意様式） 

申込書類は原則、Ａ４サイズ（縦使い）で作成してください。但し、
横使いの方が見やすい資料等はこの限りでありません。 

なお、④審査書類は、後述する「５ 審査書類の作成」に示す確認項
目毎に順番にとりまとめてください。このとき、「５ 審査書類の作成」
の各確認項目で求めている資料について、原則は確認項目毎に記載して
ください。 

但し、ハザードマップ等のかさばる資料などで、巻末に添付して参照
した方が判りやすい場合は、巻末に添付し、参照先の頁数を記載してく
ださい。 
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（６頁） 
※書類作成にあたっての留意点 
書類の作成にあたり、各項目について、要点をまとめ見やすいものに

する必要があります。 
そのため、申込書類の作成にあたって、以下の事項について留意する

必要があります。 
①書類は基本的にはモノクロとし、写真やハザードマップ等カラーで

ないと判別できない物はカラーとします。 
②書類（本編、別冊）は１ページからの通し番号を記載してください。 

 

 

 

３－４ 申込期間 
 申込期間は、公表の翌日から５月２６日（５月２６日当日消印有
効）までとします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※書類作成にあたっての留意点 
書類の作成にあたり、各項目について、要点をまとめ見やすいものにする必

要があります。 
そのため、申込書類の作成にあたって、以下の事項について留意する必要が

あります。 
①書類は基本的にはモノクロとし、写真やハザードマップ等カラーでないと

判別できない物はカラーとします。 
②書類は１ページからの通し番号を記載してください。巻末に参考資料を添

付する場合も、本編に引き続きの通し番号を記載してください。 
 
 

３－４ 申込期間 
 申込期間は、公表の翌日から１１月２５日（１１月２５日当日消印有
効）までとします。 
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（８頁） 

４－２ 審査基準 
②面接審査 
以下の４点について確認します。 
・「代表者または災害対策本部長が事業継続計画を理解し、取組み
の把握及び適切な指導ができているか」 
・「災害時に確実に機能するか 」 
・「災害時に機能するための準備がなされているか 」 
・「事業継続計画の課題解決、着実な改善のための取り組みの準備
又は取り組みを実施しているか」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２ 審査基準 
②面接審査 
以下の３点について確認します。 
・「災害時に確実に機能するか 」 
・「災害時に機能するための準備がなされているか 」 
・「事業継続計画の課題解決、着実な改善のための取り組みの準備又は
取り組みを実施しているか」 
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（１２頁） 

Ａ－１ 受ける被害の想定＜記載上のポイント＞ 
①市町村や県が公表している最新のハザードマップ～（中略）～をピッ

クアップしてください。ハザードマップ等は別冊とし、審査書類の本編
には別冊の参照先の頁数を記載ください。 

②ピックアップした災害毎に、～（中略）～具体的な補強方法を記載し
てください。耐震診断の結果が判る資料は別冊とし、審査書類の本編に
は別冊の参照先の頁数を記載ください。 

③（略） 
④ピックアップした災害のうち、事業継続計画で対象とする災害を選定

し、記載してください。（例：当社のＢＣＰは「南海トラフ巨大地震」、
「洪水」、「土砂災害」を対象災害とします。など） 

 なお、「洪水」などによる被害が大きい場合（例えば、津波浸水より洪
水浸水が大きい場合など）で、事業継続計画の対象災害としない場合は、
その理由も記載してください。 

⑤ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ－１ 受ける被害の想定＜記載上のポイント＞ 
①市町村や県が公表している最新のハザードマップ～（中略）～をピックアッ

プしてください。 
 
②ピックアップした災害毎に、～（中略）～具体的な補強方法を記載してくだ

さい。 
 
③（略） 
④ピックアップした災害のうち、事業継続計画で対象とする災害を選定し、記

載してください。（例：当社のＢＣＰは「南海トラフ巨大地震」、「洪水」、「土
砂災害」を対象災害とします。など） 

⑤ （略） 
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（１３頁） 

Ａ－２ 重要業務の選定＜記載上のポイント＞ 
②重要業務の選定過程にかかる、次の資料を添付してください。 

・重要業務ごとの社会的影響などを検討した資料 
・施工中工事一覧表 
・災害協定一覧表（所属建設業協会等を通じて結んだ協定も記載する。） 
・各協定書の写し（継続申込の場合は、添付不要です。） 

各協定書の写しは別冊とし、審査書類の本編には別冊の参照先の頁
数を記載ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ－２ 重要業務の選定＜記載上のポイント＞ 
②重要業務の選定過程にかかる、次の資料を添付してください。 

・重要業務ごとの社会的影響などを検討した資料 
・施工中工事一覧表 
・災害協定一覧表（所属建設業協会等を通じて結んだ協定も記載する。） 
・各協定書の写し（継続申込の場合は、添付不要です。） 
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（１５頁） 

（参考）全体手順 記載上のポイント 
全体手順の検討・作成に際し、以下の点にご留意ください。 
・就業時間内、時間外（夜間・休日）で行動の手順が大きく異なる
ので、それぞれの行動計画の手順を反映した全体手順を作成してく
ださい。 
・発災翌日などの初期段階で必要となる対応規模（人員、機材等）
を具体的に設定してください。個々の手順の内容が確実に機能する
対応となり得ているか全体手順の検討・作成を通じて精査してくだ
さい。 
・事務所の倒壊が想定される場合は、避難等による初動の遅れを考
慮し、初期段階に必要な目標（避難時間、移動時間等）を全体手順
で設定してください。 
・津波被害が想定される場合は、津波到達時間（到達前と到達後）
に対して、具体的な対応行動（重機・機材の回避等）を全体手順で
設定してください。津波到達時間については、公表資料を参照して
ください。 
・訓練等を通じて作成した資料（チェックリストや携帯用ＢＣＰカ
ード、マニュアル類等）は備考欄に記載してください。 
・対応手順毎に担当（責任者）の役職・氏名、（代行順位を定めて
いる場合）その順位を記載してください。 
 
【別途記載イメージに担当欄を追加】 

 

 

 

 

（参考）全体手順 記載上のポイント 
全体手順の検討・作成に際し、以下の点にご留意ください。 
・就業時間内、時間外（夜間・休日）で行動の手順が大きく異なるので、
それぞれに全体手順を作成してください。 
 
・発災翌日などの初期段階で必要となる対応規模（人員、機材等）を具
体的に設定してください。個々の手順の内容が確実に機能する対応とな
り得ているか全体手順の検討・作成を通じて精査してください。 
・事務所の倒壊が想定される場合は、避難等による初動の遅れを考慮し、
初期段階に必要な目標（避難時間、移動時間等）を全体手順で設定して
ください。 
・津波被害が想定される場合は、津波到達時間（到達前と到達後）に対
して、具体的な対応行動（重機・機材の回避等）を全体手順で設定して
ください。津波到達時間については、公表資料を参照してください。 
・訓練等を通じて作成した資料（チェックリストや携帯用ＢＣＰカード、
マニュアル類等）は備考欄に記載してください。 
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（１６頁） 

■作成にあたって 
発災後迅速に事業を実施、継続するためには、～（中略）～ 
災害対策本部長本人及び代理者がこれを十分認識していること

が重要です。 
体制表には役職及び氏名（代理者を含む）を明記し、災害時の

混乱や対応の遅れを最小限に収めることが必要です。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■作成にあたって 
発災後迅速に事業を実施、継続するためには、～（中略）～ 
災害対策本部長本人及び代理者がこれを十分認識していることが重

要です。 
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（１９頁） 

Ｃ－１ 対応拠点、代替連絡拠点の確保 
 
【参考を追加】 
 
【参考】 

対応拠点、代替連絡拠点の地理条件等が異なれば、受ける被害の想定
（災害の種類、被災規模）は異なります。被災により一方の拠点が機能
しなくなった場合でも、災害の種類別に相互補完される建物を拠点に設
定することが重要です。 

例えば、対応拠点に津波被害がある場合、代替連絡拠点には津波被害
がない建物を設定し、代替連絡拠点に洪水被害がある場合は、対応拠点
には洪水被害がない建物を設定することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ｃ－１ 対応拠点、代替連絡拠点の確保 
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（２０頁） 

Ｃ－２ 対応の発動基準＜記載上のポイント＞ 
災害対応の発動基準には、次の対応が考えられます。 
１）ＢＣＰ対応の発動基準（就業時間内、就業時間外） 

本ＢＣＰを発動する基準であり、事業が中断または中断の可能性があ
る危機的事象が発生（社員、社屋などに被害があることを想定）した
場合、災害対応体制を自動的に立ち上げるなどし、参集、安否確認、
災害対応などの初動対応を行うもの。 
なお、代替連絡拠点を複数選定する場合は、それぞれの代替連絡拠点
を拠点とする場合の優先順位と判断基準を記載してください。 

２）、３）及び●≪解説≫ （略） 

●≪記載例≫ 
１）（ＢＣＰ対応の発動基準） 
①及び② （略） 
③「対応拠点の○○が被災により使用不可と判断した場合は、□□を

第１代替連絡拠点として使用する。ただし、対応拠点及び第１代
替連絡拠点が使用不可と判断した場合は、△△を第２代替連絡拠
点として使用する。」 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ－２ 対応の発動基準＜記載上のポイント＞ 
災害対応の発動基準には、次の対応が考えられます。 
１）ＢＣＰ対応の発動基準（就業時間内、就業時間外） 

本ＢＣＰを発動する基準であり、事業が中断または中断の可能性がある危
機的事象が発生（社員、社屋などに被害があることを想定）した場合、災
害対応体制を自動的に立ち上げるなどし、参集、安否確認、災害対応など
の初動対応を行うもの。 
 
 

２）、３）及び●≪解説≫ （略） 

●≪記載例≫ 
１）（ＢＣＰ対応の発動基準） 
①及び② （略） 
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（２２頁） 

Ｄ－１ 発災直後に連絡を取ることが重要な国、県、市町
村等との相互の連絡先の認識＜記載上のポイント＞ 

１）～３） （略） 
 
４）自社連絡対応窓口の担当者、代理者、連絡手段（災害時にもつなが
り易いものを含む）、連絡先などを国、県、市町村等の関係先に周知し
た書類と関係先からの返信がわかる書類を添付してください。（継続申
込の場合は、添付不要です。） 

周知した書類と関係先からの返信がわかる書類は別冊とし、審査書類
の本編には別冊の参照先の頁数を記載ください。 

 
５）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ－１ 発災直後に連絡を取ることが重要な国、県、市町村
等との相互の連絡先の認識＜記載上のポイント＞ 

１）～３） （略） 
 
４）自社連絡対応窓口の担当者、代理者、連絡手段（災害時にもつながり易
いものを含む）、連絡先などを国、県、市町村等の関係先に周知した書類と
関係先からの返信がわかる書類を添付してください。（継続申込の場合は、
添付不要です。） 

 
 
 

５）（略） 
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Ｅ－２ 協力会社との緊急時の連絡先、連絡手段の相互認
識＜記載上のポイント＞ 

１）連絡すべき調達先毎に、以下の内容を記載してください。 
 ①調達先の連絡対応窓口の通知を受けた年月日（申込する年度内の日

付とすること） 
②組織名称 
③担当者所属・氏名 
④連絡手段（災害時にもつながり易いものを含めて、予定しているもの
全て記載してください。） 
⑤連絡先 
⑥連絡する趣旨（何を調達するか具体的に記載してください。） 
⑦調達先企業の被害リスク（特に、調達先企業が津波浸水想定区域内と
なる場合、調達への問題が生じないよう、対策が講じられているか記載
してください。） 
⑧人員や資機材調達の協力会社を設定しない場合の理由（例えば、「当
社の人員で災害協定業務、応急・復旧業務の対応が可能なため、人員に
関しての協力会社は不要」など） 
 
２）～３） （略） 

 
 

 

 

 

Ｅ－２ 協力会社との緊急時の連絡先、連絡手段の相互認識
＜記載上のポイント＞ 

１）連絡すべき調達先毎に、以下の内容を記載してください。 
 ①調達先の連絡対応窓口の通知を受けた年月日（申込する年度内の日付とす

ること） 
②組織名称 
③担当者所属・氏名 
④連絡手段（災害時にもつながり易いものを含めて、予定しているもの全て
記載してください。） 
⑤連絡先 
⑥連絡する趣旨（何を調達するか具体的に記載してください。） 
⑦調達先企業の被害リスク（特に、調達先企業が津波浸水想定区域内となる
場合、調達への問題が生じないよう、対策が講じられているか記載してくだ
さい。） 

 
 

 

 
２）～３） （略） 
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Ｇ－２ 訓練の実施＜記載上のポイント＞ 
１）前回申込の「Ｆ－２訓練計画」について、前回申込以降全ての実施

状況が確認できる以下の書類を添付してください。 
①訓練実施状況記録（総括表）を作成し添付（前回申込の「Ｆ－２訓

練計画」修正不可） 
②訓練計画のとおり実施できなかった訓練は、総括表の下に訓練名、予

定時期とその理由を記載してください。 
③実施した訓練ごとに個別の実施記録（Ｐ33 の訓練の実施記録）を作

成し添付（実施状況写真含む）※実施状況写真は、訓練内容が適確に
確認出来る大きさのカラー写真とする。 

④訓練結果の資料（訓練参加者の安否確認や参集訓練にかかった時間を
整理した一覧表など）を添付してください。 

⑤個別の実施記録および訓練結果の資料については別冊とし、審査書類
の本編には別冊の参照先の頁数を記載ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ｇ－２ 訓練の実施＜記載上のポイント＞ 
１）前回申込の「Ｆ－２訓練計画」について、前回申込以降全ての実施状況が

確認できる以下の書類を添付してください。 
①訓練実施状況記録（総括表）を作成し添付（前回申込の「Ｆ－２訓練計

画」修正不可） 
②訓練計画のとおり実施できなかった訓練は、総括表の下に訓練名、予定時

期とその理由を記載してください。 
③実施した訓練ごとに個別の実施記録（Ｐ33 の訓練の実施記録）を作成し添

付（実施状況写真含む）※実施状況写真は、訓練内容が適確に確認出来る
大きさのカラー写真とする。 

④訓練結果の資料（訓練参加者の安否確認や参集訓練にかかった時間を整理
した一覧表など）を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


